
十
七
、
設
叫
日
山
正
融

十
九
、
卯
以
来
加
寺

品川
一
、卯
い
山
岡
山
惚
寺

北

H
2
一、脱
水
川

天
泊
寺

引
五
、
川
引

一
大
榊
紅

テ
ン
ミ
ヨ
ウ
天
骨
回

全

mmm寺
剛
容
林
寺
の
住

的
。
貨
制
寺
九
州
仰
の
女
犯
事
例
が
起
っ
た
時
、
天
苗

は
之
を
品
川叫
し
た
岱
己
の
率
、
行
亦
故
山
L
、
文
化
十

二
年
十
月
七
日
野
川
知
附
に
於
い
て
際
刑
に
喝
せ
ら

し
己
。
-
t
 

テ
ン
メ
イ
シ
ヤ
ゴ
ウ
チ
ョ
ウ
天
明
社
紋
帳

貸

出
円
の
訓
資
に
抽
出
れ
た
制
抑
制
、

χ
は
そ
の
後
活
立
し
た

紳
耐
を
訓
資
す
る
た
め
、
天
明
七
年
却
に
利
主
・枇

仙川
・山
伏
等
か
ら
川
市
上
げ
し
め
た
も
の
で
、
民
M
m
の

枇
川
抗
を
峨
せ
、
米
に
抽
出
副
を
記
L
て
あ
る
。

テ
ン
ヤ
ヲ
エ
モ
ン
て
ん
や
尾
右
衛
同

滞
政
時

代
前
米
に
来
る
制
限
内
の
物
川
ひ
で
、
附
を
灼
く
姿
態

を
な
し
、
女
川
比
し
た
者
が
併
を
か
へ
す
似
を
す
る
の

で
あ
っ
た
。
そ
の
旧
制
は

『
て
ん
や
の
同
右
衛
門
、

餅
仰
や
ど
こ
や
。
餅
出
向
き
ゃ
こ
な
た
。
槌
太
餅
や
飛

び
つ
〈
。

大
日
昨
や
吸
ひ
っ
〈。

千
引
瓜
山
市
品
ι耳

目。
』
と
い
」
の
で
あ
る
。
金
持
で
は
併
の
幻
仰
を
す

る
防
音
テ
ギ
ヤ
と
か
テ

y
ヤ
と
か
い
ふ
が
、
そ
の
殺

は
明
ら
か
で
な
い
。
術
太
併
は
艇
と
仰
と
交
へ
て
拘

い
二
併
で
あ
る
。

十
入
、
山
，

上

二
十
、
卯

民

什
ご
、
卯

民

世
凶
、
吹
庖
川

春
日
紅

茶
敬
寺

八
幡
枇

乾
川
以
寺

次
い
で
総
持
寺
に
上
。
、
務
平
寺

・
背
原
寺
に
挺
住

し
、
外
披
の
制
光
寺

・
施
政
の
聖
典
寺
の
山
間
山
と
な

っ
た
。
邸
永
二
十
年
正
月
二
日
七
・1
入
政
そ
以
て
殺
。

テ
ン
リ
ュ
ウ

天
能

i
プ
ツ
カ
イ
テ
y
リ
ュ
ウ

仰
滋
天
問
。

デ
ン
リ
ュ
ウ
ジ

偲
涜
寺

即
時
山
弁
聞
に
在
っ

て
、
同
時
宗
束
涯
に
邸
す
る
。

テ
ン
リ
ュ
ウ
ジ
リ
ヨ
ウ
天
能
寺
領

鋭
元
日
程

文
明
十
四
年
配
月
十
入
日
に
、『
加盟
山
如
日
以
降
旅
挙
、

天
剛
山
寺
領
到
州
統
江
庄
年
賀
内
本
役
二
百

N
，x
m、

都
御
利
以
下
軸
陣
地
穏
文
作
品
知
行
之
階
、
近
年
最
少
分

致
H
(
沙
汰
有
名
無
口
也
-
E
K
。
』
と
あ
る
。
航
江
庄
は

石
川
榔
で
あ
る
。

テ
ン
リ
ヨ
ウ
天
領

l
バ
グ
プ
リ
ヨ
ウ
桜
山
間

領。
テ
ン
リ
ン
天
麟

金
持
昨
日
能
寺
の
住
持
。
初
め

日
寺
に
五
刊
縦
一
政
の
安
也
を
務
制
し
た
伐
に
縦
泌
利

向
と
い
は
れ
た
が
、
資
削
寺
九
郎
の
女
犯
前
件
に
辿

座
し
て
入
牢
し
、
文
化
J
I

二
年
イ
月
六
日
野
川
の
刑

場
で
際
刑
に
ほ
一
せ
ら
れ
た
。

三
月
五
日
山採
用
の
叩
鐙
を
各
院
に
下
附
L
、
こ
の
印

鑑
を
悦
行
せ
ず
し
て
入
山
却
を
徴
我
せ
ん
と
す
る
も
の

あ
る
時
は
、
判
中
と
し
て
法
制
す
べ
し
と
泌
牒

L
、

文明
品
永
十
六
年
二
月
二
十
日
に
は
、
間
内
白
川
肺
胞
を

燐

L
、
自
今
滞
則
の
荷
物
た
り
と
も
れ
銭
を
錦
渡
す

べ
き
こ
と
を
定
め
、
こ
れ
よれリ
以
後
会
く
悦
貨
の
併

M
m
は
隠
せ
ら
れ
た
。
但
し
士
人
文
は
寺
胞
の
使
用
す

る
も
の
と
、
間
人
の
使
用
す
る
も
の
と
は
、
駄
臼
に

お
下
の
警
が
あ
っ
た
と
見
え
て
、
見
延
二
年
三
月
の

簡
に
は
、
附
人
の
荷
物
を
士
人
の
仰
山内た
る
Dn
出品
に

よ
り
て
辿
搬
ぜ
し
め
る
弊
あ
る
が
旬
、
府
仙
の
川
州
脱

す
る
こ
と
を
辿
べ
て
ゐ
る
。

テ
ン
マ
パ
シ

儒
馬
橋

金
仰
の
締
名
。
今
は
紛

え
て
無
い
が
、
柿
間
山
内
町
入
口
な
る
山
品
川
の
怖
で
あ

ら
う
。
此
の
俄
な
ら
ば
今
は
山
地
川
舗
と
呼
ぶ
。
或
は

川
m
M川
入
日
の山地
川
に
架
け
た
怖
と
も
い
」
。

テ
ン
マ
マ
チ

偲
馬
町

金制
仰
の
川
れ
。
附
凶
作
所

詣
杷
断
慨
は
文
十
年
の
凪
仰
に
仰
山
河
川
後
川
除
と
見

え
、
元
職
九
年
の
地
子
町
肝
削
パ
筑
前
附
に川抑制

mw-

下川帥
山内町
・柿川
m
M
内
川
・後
併
町内川
と
凶
川
に
分
け
て

あ
る
。
今
は
上
体
川
河
川
・
下川
神
山
内
削
・
相
川
同
町
内
川
・市出

川
神
川
内
町
で
あ
る
0
M
m
山内
町
は
必
時
仰
川河
川
内
仙
の
民
た

お
に
起
っ
た
れ

mで
あ
ら
う
。

テ
ン
マ
ン
グ
ウ
ジ
ユ
ン
パ
イ

天
滞
宮
巡
官
持

金

揮
で
天
諒
認
を
巡
砕
す
る
に
二
十
出
令
所
あ
り
た
。

-
、三
附

泊

玉

出

掛

寺

二

、決
脊
川

西
方
寺

三
、蛤
坂
川

良

民

寺

四

、蛤
坂
川

阪
行
寺

山仇、
蛤
坂
川

成

以

寺

六

、白
寺
川
従
来
寺

七
、
以
川
、仙

波

久

寺

八

」

二

批
判
山
沌
寺

九、
H
K

川

成
郎
守

J
l
、

古

池

山

道
寺

十
一
、
民
岡
山
出
活
院
十
二
、
凶
間
政
生
苦

十
三
、出
丸
川
続
問
附

イ
凶
、白

髭

持

別

院

十
五
、
鍛
治
川

入
的
批

十
六
、酬
Am川
出
用
部
寺

ト

テ
ン
ヨ
ウ

y
L
ウ

天

窓
祖
訪
問
制
宗
の
例
。

加
引
の
入
。
品
川
披
永
禅
寺
の
泊
幻
寂
践
の
敬
を
仰

き
、
阿
川
利
点以
山
に
胞
を
結
び
て
回
り
、
明
徳
二
年

再
び
寂
般
に
剥
し
て
衣
訟
を
授
け
ら
れ
た
。
情
活
足

刺
諮
問
闘
が
法
山市
川
品
泌
を
紛
せ
し
め
た
時
、
組
怖
を
し

て
そ
の
式
を
於
揚
せ
し
め
、

χ
闘
山
永
元
年
胎
恨
の
太

守
が
正
法
寺
中k
立
て
る
や
組
祐
を
M
H川
し
た
。
組
祐

乃
ち
通
幻
を
始
制
と
し
て
、
自
ら
二
代
と
な
っ
た
。

土
合

能
美
都
大
野
の
内
の
小
芋
。

渡
合

臥
該
部
=
一
引
郷
に
凪
す
る
部
宮
前
。

ド
ア
ヒ
渡
合

臥
一
女
綿
仁
行
の
内
の
小
字
。

ド
ア
ヒ
ジ
ヨ
ウ
渡
合
城

臥
京
郡
神
山
合
に
在
っ

た
。
一
に
伽
城
と
い
ひ
、
興
徳
寺
城
逃
と
紀
さ
れ
る

の
も
亦
是
か
と
い
ふ
。
渡
合
と
興
徳
寺
と
は
際

ωで

あ
る
。
減
主
は
三
井
某
で
あ
る
と
い
ふ
が
そ
の
併
は

明
ら
か
で
な
い
。

ド
ア
ヒ

ド
ア
ヒ

テ
ン
ーー
ト
イ

ド
ア
ヒ
パ
シ
土
合
宿

能

楽
部
小
松
か
ら
、
脳

小
田
町
役
来
に
よ
っ
て
金
平
に
入
ら
ん
と
す
る
腕
、
大

杉
谷
川
に
架
け
ら
れ
、
金
平
鋭
山
の
隣
同
日
な
る
附
引
は

・滞
の
直
目
前
で
、
近
郷
に
見
る
を
得
ぬ
壮
大
の
も
の

で
あ
っ
た
。
従
永
誌
に
、
『
土
合
と
巾
加
に
締
御
阪

候
。

此
怖
の
同
来
は
、
昔
、
」
の
同
A
H
に
立
有
之
候
。

以
前
掌
刷
と
訪
中
間
に
御
陵
供
。
然
H
ハ唯
今
は
土
A
H

と
巾
自
殺
り
巾
候
。
』
と
あ
る
。

ト
イ
女
ゴ
ウ
戸
線
郷
石
川
出
に
附
す
る
。
滞

政
時
代
で
は
間
念
新
保
・
世
相
官
・
若
宮
山・
ニ
q
原
・胎

民
間
・岡
町
附
・北・

日目川
・三
耐
・
二
口・

難
問
立
・淵

上
の
十
一一
令村
が
あ
b
、
外
に
川
県
家
の
地
に

二
口
六

町
が
あ
っ
た
。
金
仰
の
う
ち
三
副
町
・
抗
迫
町
・自
治
・

府
間
川・
長
川
町
・
{示
叔
町
・長
川
・元
市
中
川
・
一
品
川
山
町
-

M
木
町
・
法
附
寺
町
・五
枝
川
・
州
問
郎
川
・古
寺
町
・川

大
工
町
・
木
内
川
町
閉すも
、
も
と
は
こ
の
郷
内
の
地
で

あ
る
と
い
は
れ
る
。

ト
イ
hm
ヤ

戸

板
屋

金相
w
t
I
m
川
に
在
っ
た
制

造
家
で
、
蚊
代
辿
抑
制
し
た
0

・mA出
家
と
し
て
能
く
綴

出
制
し
た
も
の
は
こ
の
戸
仮
屋
で
あ
る
と

い
は
れ
た

が
、
明
治
十
八
年
そ
の
家
を
政
却
し
た
。

ド
イ
ツ
キ
土
一
祭

加
賀
に
於
け
ろ
一
向
宗
従

の
一
伐
の
こ
と
を
、

一
向
一
回
目
と
呼
び
悦
ら
し
て
ゐ

る
が
、
そ
れ
は
後
間
か
ら
の
麻
で
、
常
時
は
土
一
佼

と
い
う
た
の
で
あ
る
。
結
論
日
記
文
明
九
年
三
月
刊

一一日
に
.
『
加
白
土
一

日
間
能
州
へ
打
入
。
』
除
白
酎
粁
日
阻
町

長
平
一
一年
治
月

H
六
日
に
、『
加
州
土
一
段
飾
起
、
相

間
同
僚
介
同
情
。
』
相
判
長
則
記
同
年
六

n
H
一
ニ
日
に
、

『
出
僚
介
於
川
釘
同
県
土
一
俊
有
合
職
郁
。
』
な
ど
鬼

え
る
。

ド
イ
ハ
ラ
マ
チ
土
伊
原
町

金川
仰
の
白
川
名
。

元
般
の
凶
か
ら
百
姓
町
に
な
っ
た
。
土
伊
原
の
名
義

は
不
明
で
あ
る
。

五
七
三


